
(19)日本国特許庁（JP） (12) 特 許 公 報（Ｂ２） (11)特許番号

特許第3482379号
(P3482379)

(24)登録日 平成15年10月10日(2003.10.10)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI

   �A�6�1�B 18/12    

   � � � �   1/00    334

   � � � �  17/32    330

   �A�6�1�B  1/00    334 D

   � � � �  17/32    330

   � � � �  17/39    310

請求項の数 1（全 7 数）

(21)出願番号 特願2000－166195(P2000－166195)

(22)出願日 平成12年6月2日(2000.6.2)

(65)公開番号 特開2001－70316(P2001－70316A)

(43)公開日 平成13年3月21日(2001.3.21)

    審査請求日 平成13年5月22日(2001.5.22)

(31)優先権主張番号 特願平11－194459

(32)優先日 平成11年7月8日(1999.7.8)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(73)特許権者 000000376

オリンパス株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(72)発明者 後藤 広明

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号  オリン

パス光学工業株式会社内

(74)代理人 100058479

弁理士 鈴江 武彦 (外4名)

    審査官 稲村  正義

(56)参考文献 特開 平9－285472(JP,A)

特開 平6－90960(JP,A)

特開 平5－176940(JP,A)

特開 平4－364836(JP,A)

特公 昭49－39797(JP,B1)

特表 平10－500336(JP,A)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 内視鏡用高周波ナイフ

(45)発行日 平成15年12月22日(2003.12.22)

1
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  可撓性のシース内に導電性のワイヤを挿
通し、シースの先端部分でこのワイヤを外壁面に露出さ
せ、前記ワイヤを牽引，押出しすることよって前記シー
スの先端部分を湾曲させるとともに、露出したワイヤ部
分を張って切開部を形成するようにした内視鏡用高周波
ナイフにおいて、前記シースの外壁に、前記ワイヤを外
壁面に露出させる２つのスリットを長手軸に沿わせかつ
互いに離隔させて穿設し、前記ワイヤには、前記シース
の長手軸に沿わせて固定される固定部を先端部に設ける
とともに、この固定部に隣接する部分を屈曲させてガイ
ド腕部を形成し、このガイド腕部を前記２つのスリット
の内の先端側スリットに配置し、前記外壁面に露出した
ワイヤ部分の先端部側を、前記２つのスリットと固定部
とを通るシース長手方向中央面の側方に張出すことを特

2
徴とする内視鏡用高周波ナイフ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、例えば経内視鏡的
に体内に挿入され、十二指腸乳頭部等の生体組織を切開
するための高周波ナイフに関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、高周波電流を用いて体腔内の患部
を切開する高周波ナイフが知られている。この高周波ナ
イフは、例えば特開平９－２８５４７２号公報、特開平
４－３６４８３６号公報あるいは特開平５－１７６９４
０号公報等に開示されているように、可撓性のシース内
に導電性のワイヤを挿通し、このワイヤを前記シースの
の先端部分で外壁面に露出させてなるものである。そし
て、前記ワイヤを牽引することよって前記シースの先端
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3
部を湾曲させるとともに、これによって、露出したワイ
ヤ部分を張って切開部を形成し、この切開部を患部に接
触させた状態で、ワイヤに高周波電流を流して、患部を
切開するものである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】一般に、このような高
周波ナイフは、切開部を体腔内の患部付近の状況に応じ
て配置させるために、複雑な構造となる。例えば、十二
指腸において、この十二指腸に胆汁を運ぶ胆管出口が腫
瘍や結石等によって狭窄している場合、胆管末端にある
括約筋を切開する乳頭括約筋切開術（以下、ＥＳＴとい
う。）を行うことが知られている。このＥＳＴにおい
て、切開すべき部位の右近傍には膵臓が位置しているた
め、高周波ナイフの導電性ワイヤの切開部を、シース先
端部側を基端部側から見た状態で、膵臓側とは逆の左側
に位置させることが望ましいとされている。
【０００４】一方、従来の高周波ナイフでは、次のよう
な好ましくない状況を生じることが予想される。すなわ
ち、上記の従来例である特開平９－２８５４７２号公報
に記載の高周波ナイフは、シースの先端部から基端部近
傍まで、ナイフの向きを制御するための方向制御板を延
設し、この方向制御板とシースとの長手軸に沿う相対回
転を抑制することにより、シースの基端部側から先端部
側を容易に回転操作できるようにしたものであるが、し
かし、この高周波ナイフでは、その構造および操作が複
雑となる。構造については、方向制御板およびこの回転
を抑制するための手段を必要とすること等により、部品
点数が多くなると共に、組立工程が複雑化し、これによ
り、部品コストおよび組立コストが上昇する。また、操
作については、高周波ナイフを乳頭部に挿入した後に、
この高周波ナイフの切開部を所要位置まで回転させる複
雑な操作を必要とする。
【０００５】また、特開平４－３６４８３６号公報に記
載の高周波ナイフでは、湾曲方向を規制する複雑な方向
制御手段がシースに設けられ、更に、特開平５－１７６
９４０号公報に記載の高周波ナイフでは、湾曲方向を規
制するために複数のワイヤを設けており、これにより、
部品点数が多くなると共に、組立工程が複雑化する。し
たがって、これらの高周波ナイフにおいても、部品コス
トおよび組立コストが上昇するという上述と同様の問題
を生じる。
【０００６】本発明は、上記の事情に基づいてなされた
もので、切開部を所望の方向に確実に向けることができ
る極めて簡単な構造の高周波ナイフを提供することを目
的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明による内視鏡用高周波ナイフは、可撓性のシ
ース内に導電性のワイヤを挿通し、シースの先端部分で
このワイヤを外壁面に露出させ、前記ワイヤを牽引，押
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出しすることよって前記シースの先端部分を湾曲させる
とともに、露出したワイヤ部分を張って切開部を形成す
るようにした内視鏡用高周波ナイフにおいて、前記シー
スの外壁に、前記ワイヤを外壁面に露出させる２つのス
リットを長手軸に沿わせかつ互いに離隔させて穿設し、
前記ワイヤには、前記シースの長手軸に沿わせて固定さ
れる固定部を先端部に設けるとともに、この固定部に隣
接する部分を屈曲させてガイド腕部を形成し、このガイ
ド腕部を前記２つのスリットの内の先端側スリットに配
置し、前記外壁面に露出したワイヤ部分の先端部側を、
前記２つのスリットと固定端部とを通るシース長手方向
中央面の側方に張出すことを特徴とするものである。
【０００８】
【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照しつつ、本
発明の好ましい実施形態について詳細に説明する。図
中、図１から図５は、本発明の第１の実施形態を示す。
図１の（ａ）および（ｂ）にその外観を概略的に示すよ
うに、第１の実施形態における高周波ナイフは、特にＥ
ＳＴに好適に用いることができるものであり、主要構成
部材としてナイフワイヤ１０とシース２０と操作部３０
とを備える。ナイフワイヤ１０はシース２０内に挿通さ
れ、シース２０と共に、例えば経内視鏡的に体腔内に挿
入可能な挿入部を形成し、手元側に配置された操作部３
０による体外での操作により、先端側を所要の方向に湾
曲させることができる。
【０００９】図２に、シース２０の横断面を概略的に示
すように、本実施形態におけるシース２０は、電気絶縁
性と可撓性とを兼ね備えた好適材料から形成されてお
り、長手軸に沿う３つのルーメン２７ａ，２７ｂ，２７
ｃを内部に延設したマルチルーメンチューブとして形成
されている。このシース２０は、先端部２１の外径が基
端部２２に比べて細径に形成されており、その外壁面は
滑らかな円筒状面に形成されている。また、このシース
２０の先端部２１には、図３および図４に示すように、
外壁を貫通する円形孔状の２つのスリット２６ａ，２６
ｂを長手軸に沿わせかつ互いに離隔させて穿設してあ
り、これらのスリット２６ａ，２６ｂを介して最も細径
のルーメン２７ａが外壁面に連通する。
【００１０】更に、図３に、シース２０の先端部の長手
方向に沿う縦断面を拡大して示すように、本実施形態に
おけるナイフワイヤ１０の先端には、このナイフワイヤ
１０をシース２０に固定するための固定部であるナイフ
チップ１１が接続されている。このナイフチップ１１
は、最も細径のルーメン２７ａ内に、その先端側をシー
ス２０の基端側に向けた状態で固定されている。このル
ーメン２７ａ内に固定された固定部すなわちナイフチッ
プ１１は、シース２０の先端側への移動を防止するため
の適宜の戻り止めを有してもよい。なお、このナイフチ
ップ１１は、本実施形態では例えば最も細径のルーメン
２７ａに固定したが、これに限定されるものではなく、
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5
上述のように外壁面に開口するスリットと連通するもの
であれば、シース２０の３つルーメン２７ａ，２７ｂ，
２７ｃのうちのいずれのものでもよい。
【００１１】また、本実施形態におけるナイフワイヤ１
０は、ナイフチップ１１の基端側の隣接する部分に、ナ
イフチップ１１の軸線に対してほぼ９０°屈曲されたガ
イド腕部１２を有する。このガイド腕部１２は、上述の
ようにルーメン２７ａを外壁面に連通する２つのスリッ
ト２６ａ，２６ｂのうちの、先端側のスリット２６ａ内
に配置される。これにより、このナイフワイヤ１０は、
ガイド腕部１２に隣接した部分をシース２０の外壁面に
露出させて後述する露出部１３を形成した後、基端側ス
リット２６ｂを介してルーメン２７ａ内に戻る。
【００１２】ナイフワイヤ１０の基端部は、ルーメン２
７ａを通して操作部３０まで延設され、操作部３０の本
体部３２上を摺動可能なスライダ３１に接続されている
と共に、この操作部３０を介して図示しない高周波電源
に接続されている。また、シース２０の他の２つのルー
メン２７ｂ，２７ｃは、シース２０の基端側において、
それぞれガイドワイヤコック２３と送液コック２４と
に、パイプ材（図示しない）を介して圧入接続されてお
り、上記本体部３２に結合した押え部３３と共に、その
外部を熱収縮チューブ２５で固定した構造となしてい
る。このガイドワイヤコック２３には、カテーテル等の
中空医療器具を案内するためのガイドワイヤ（図示しな
い）を挿通可能な水密コック２８を接続し、このような
ガイドワイヤの位置を固定したり、ガイドワイヤを使用
しない状態では、造影剤等の逆流を防止する構造とする
のが好ましい。
【００１３】なお、シース２０は、上記のような３つの
ルーメンを有するチューブ構造に限らず、１つ又はそれ
以上のルーメンを有するチューブ構造をもつものであれ
ば適宜の構造のものを採用することができる。また、シ
ース２０の外径も上記ように先端部２１を基端部２２よ
りも細径に形成する構造の他にも、先端から基端部まで
同径に形成し、あるいは、基端部から先端部に至る長手
軸に沿うその一部分にテーパー状形状を有するものでも
よい。更に、ナイフワイヤ１０とナイフチップ１１と
は、プラズマ溶接、ろう付け、半田付け、あるいは、接
着剤による固定等、適宜の方法で固定することができ
る。シース２０とナイフチップ１１との固定方法も、段
付形状を有したナイフチップによる圧入固定、接着、摩
擦による固定、板材等を介した固定、あるいは、シース
の一部を変形させての固定等いずれの方法でもよく、固
定位置も図の位置に限定することなく、先端側スリット
２６ａの先端側あるいは基端側であってもよい。
【００１４】また、各コックすなわち本実施形態におけ
る上述のガイドワイヤコック２３および送液コック２４
とシース２０との間、および、ガイドワイヤコック２３
と水密コック２８との間は、圧入あるいは接着剤等を用
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いた接着等の適宜の手段で接続することができる。ま
た、熱収縮チューブ２５も、内部に接着剤を配置したも
のを用いてもよい。更に、各ルーメン２７ｂ，２７ｃに
各コック２３，２４を接続するための図示しないパイプ
と各コック２３，２４，２８との間の接続も、接着、圧
入、カシメ等のいずれの方法を用いてもよい。各コック
２３，２４，２８には、その用途が一目で分かるような
イラストあるいは文字等を付しておくのが好ましい。
【００１５】図３および図４に詳細に示すように、スリ
ット２６ａ，２６ｂ間でシース２０の外壁面に露出した
ナイフワイヤ１０の露出部分１３は、先端側スリット２
６ａに近接した位置で、ガイド腕部１２により、上方か
つ側方に張出されており、一方、基端側スリット２６ｂ
に近接した位置では、このようなガイド腕部が設けられ
ていないため、滑らかな曲線を保ったままシース２０の
上記ルーメン２７ａ内に導入されている。すなわち、こ
のナイフワイヤ１０は、シース２０の外壁面に露出した
ナイフワイヤ１０の露出部分１３が、先端側スリット２
６ａに近接した先端部側で、スリット２６ａ，２６ｂと
ナイフチップ１１とシース２０の長手軸とを通るシース
長手方向中央面２０ａの側方に張出している。
【００１６】図５の（ａ）は、図４の矢印Ａの方向から
見たシース２０の横断面図である。ここで、図５の
（ａ）に示す横断面図を時計の文字盤と見立て、先端側
スリット２６ａの開口方向を１２時方向とした場合、本
実施形態のガイド腕部１２は、このスリット２６ａ内
で、ルーメン２７ａ内のナイフワイヤ１０から１２時の
方向にほぼ９０°屈曲された状態に配置され、更に、外
壁面から突出した後、ほぼ９時の方向に向けて更に９０
°屈曲されている。このため、ナイフワイヤ１０の露出
部分１３は、ほぼ９時方向に配置される。一方、基端側
スリット２６ｂに近接した位置では、ナイフワイヤ１０
はシース２０の長手軸の方向に沿って基端側に向いてい
る。なお、ナイフワイヤ１０の腕部１２の屈曲角度は上
記の値に限定されるものではなく、例えばシース２０の
長手軸に対して９０°±６０°の範囲等の任意の角度に
屈曲させることが可能である。また、ナイフワイヤ１０
のシース２０に対する配置位置も上記以外にも１０時、
１１時、１２時、３時等任意の位置を選ぶことが可能で
ある。
【００１７】（作用）このように形成された高周波ナイ
フを用いて例えばＥＳＴを行う場合には、ナイフワイヤ
１０を挿通したシース２０の挿入部を、経内視鏡的に体
腔内に挿入し、内視鏡を通じて観察しつつ、その先端部
を十二指腸乳頭からその奥に位置する胆管へ挿入する。
そして、スライダ３１を本体３２に対して図１の右方に
引いて、シース２０の先端部を湾曲させ、スリット２６
ａ，２６ｂ間でシース２０の外壁面に露出したナイフワ
イヤ１０の露出部１３を張って切開部を形成する。この
後、この切開部を十二指腸乳頭部に接触させ、高周波電
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源からの高周波電流を導電性ワイヤ１０に通電して括約
筋を切開する。
【００１８】このように、ナイフワイヤ１０の露出部１
３を張って切開部を形成する際、ナイフチップ１１が先
端部をシースの基端側に向けかつその長手軸に沿わせた
状態でルーメン２７ａ内に固定され、このナイフチップ
１１からガイド腕部１２が長手軸に対して屈曲されて半
径方向外方に突出されていることにより、スライダ３１
を図１の右方向に引くと、シース２０先端部のナイフワ
イヤ１０の露出部１３を介してガイド腕部１２の外端部
が基端部の方向に牽引され、シース２０の先端部が湾曲
する。すなわち、シース２０の先端側スリット２６ａ内
に配置されたガイド腕部１２が、シース２０の長手方向
中央面２０ａ内でシース２０に長手軸に対し９０°屈曲
され、更に、この長手方向中央面２０ａに対して９０°
屈曲され、これにより、露出部１３のシース２０に対す
る配置位置が、先端側スリット２６ａの開口方向を１２
時方向としたときの、９時方向であるため、先端側スリ
ット２６ａに近接する位置では、ナイフワイヤ１０は９
時方向に引張られる。一方、基端側スリット２６ｂに近
接する位置では、シース２０の長手軸に沿って基端部の
方向に引張られる。つまり、スライダ３１を引いたとき
に、ナイフワイヤ１０の露出部１３は、シース２０の先
端側と基端側とでは、それぞれ異なった方向に引張られ
ていく。
【００１９】（効果）したがって、本実施形態における
高周波ナイフでは、通常ＥＳＴにおいて切開を行うナイ
フワイヤ１０の切開部、すなわちシース２０の先端部の
外壁に長手軸に沿わせかつ互いに離隔させて穿設した２
つのスリット２６ａ，２６ｂを介してシース２０の外壁
面に露出された露出部１３が、先端側スリット２６ａの
近部で、ガイド腕部１２によりシース２０に対して９０
°屈曲されて９時の方向に配置され、したがって、２つ
のスリット２６ａ，２６ｂと固定部１１とを通るシース
長手方向中央面の側方に張出されているため、ナイフワ
イヤ１０を牽引したときに、膵臓から離隔した９時～１
２時方向にナイフワイヤが向きやすくなる。よって、従
来の高周波ナイフを使用した際に術者が行っていた不都
合なナイフの向きを所要方向に変更するという煩わしい
操作が不要となり、スムースかつ簡単な操作でＥＳＴを
行うことが可能となる。更に、また、従来の高周波ナイ
フに採用されていた方向規制部材等の複雑な構造を必要
としないために、容易に、そして安価な高周波ナイフに
よりこれらの効果を得ることができる。同時に、ナイフ
ワイヤ１０が折曲げられたガイド腕部１２を有している
ことで、ナイフチップ１１の先端側をシース２０の基端
側に向けた状態で固定することができ、従来のナイフワ
イヤよりも、ナイフチップ１１がシース２０から抜け難
くなる。
【００２０】上記以外の組合わせであっても、ナイフワ
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イヤの曲げ角度と突出方向を変えることで、容易に、し
かも安価にナイフワイヤ露出部先端位置のナイフワイヤ
方向を任意の向きに制御することが可能である。図５の
（ｂ）は、このようにナイフワイヤ１０の曲げ角度を変
えた実施形態を示す。本実施形態のナイフワイヤ１０
は、ガイド腕部１２が長手方向中央面２０ａ内で９０°
屈曲され、先端側スリット２６ａを介して外壁面から１
２時の方向に延びる。更に、シース２０の外壁面から所
定距離突出した後、先端側スリット２６ａを通りかつ長
手方向中央面２０ａと直交する平面内で６時から９時の
方向に屈曲されている。このガイド腕部１２がルーメン
２７ａから１２時の方向に延びる距離は、図５の（ａ）
に示す距離よりも長い。この実施形態におけるナイフワ
イヤ１０の露出部１３は、先端側スリット２６ａの付近
で、上述のような文字盤と見立てた横断面内を、３時か
ら６時を経て９時方向までの間の任意の方向に突出させ
ることができる。他の構造および作用効果については、
上述の実施形態と同様である。
【００２１】図６および図７は、他の実施形態による高
周波ナイフを示す。この実施形態による高周波ナイフは
基本的には上記の実施形態における高周波ナイフと同様
であり、したがって、上記実施形態と異なる部分につい
てのみ説明し、同様な部分については同様な符号を付し
てその詳細な説明を省略する。この実施形態では、操作
部３０の本体部３２にガイドワイヤコック２３と送液コ
ック２４と水密コック２８とが設けられ、この本体部３
２はシース２０と共に、その外部を熱収縮チューブ２５
により固定されている。この実施形態では、更に洗浄コ
ック２９が本体部３２に設けられており、使用後の洗浄
を容易にしている。
【００２２】更に、図７に示すように、この実施形態に
おける先端側のスリット２６ａは、シース２０の横断面
で見たときに、半円状形状を有する。このスリット２６
ａはその基端側端面２６ｃに、ルーメン２７ａがその全
周にわたって開口している。また、ナイフワイヤ１０の
ガイド腕部１２は、この横断面に平行な面内では屈曲さ
れておらず、したがって、ナイフチップ１１と露出部１
３とを最短距離で連結する直線状に形成してある。これ
により、図７に示すように、スリット２６ａを通る横断
面を時計の文字盤と見立てたときに、ガイド腕部１２及
び露出部１３を、図７の（Ａ）に示すように９時と１２
時との間の中間位置、あるいは、図７の（Ｂ）に示すよ
うに９時の位置等の必要に応じた任意の位置に配置する
ことができる。このガイド腕部１２および露出部１３の
配置は、ナイフチップ１１をルーメン２７ａ内における
所要位置に回転不能に固定することにより、保持するこ
とができる。
【００２３】この実施形態においても、上述の実施形態
と同様な効果が得られることに加え、ガイド腕部１２は
直線状に形成することができるため、ナイフワイヤ１０
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9
をより簡単な構造とすることができる。更に、先端側ス
リット２６ａがシースの横断面でみたときに半円状の形
状を有するため、露出部１３の配置を容易に設定するこ
とができる。
【００２４】なお、上述の先端側スリット２６ａは、図
示の実施形態のように、このスリット２６ａを通りかつ
基端側から見たシース２０の横断面をスリット２６ａを
上側とした時計の文字盤と見立てたときに、シース２０
およびナイフチップ１１の中心軸を通るシース２０の長
手方向中央面２０ａの上側を１２時とした場合の９時か
ら１２時を経て３時の方向にわたる半円形状の他にも、
上述の長手方向中央面２０ａに沿う１２時の方向から例
えば左回りに９０°の範囲で開口させ、あるいは、４５
°±３０°の範囲で開口させてもよい。更に、ガイド腕
部１２のシース２０からの突出方向についても、図５に
示すように１２時の方向に突出した後、更に９時の方向
に突出させることの他にも、上述のような開口から、図
７の（Ａ）に示すように９時と１２時との間の位置で突
出させ、図７の（Ｂ）に示すように９時の位置で突出さ
せ、あるいは９時から１１時の間の方向に突出させても
よい。特に、図７の（Ａ）および（Ｂ）に示すようなほ
ぼ半円形状のスリット２６ａの場合には、ナイフワイヤ
１０の露出部１３は、先端側スリット２６ａの付近で、
上述のような文字盤と見立てた横断面内を９時から１２
時を経て３時方向までの間の任意の方向に突出させるこ
とができる。
【００２５】前述した説明によれば、少なくとも以下に
付記として列記する特徴事項が得られる。
【００２６】（付記）
１．  可撓性のシース内に導電性のワイヤを挿通し、こ
のワイヤの先端部を前記シースの外壁面に露出し、前記
ワイヤを牽引，押出しすることよって前記シースの先端
部を湾曲させるとともに、露出したワイヤ部分を張って
切開部を形成するようにした内視鏡用高周波ナイフにお
いて、ワイヤのシース露出部の先端孔付近においては、
シース長手軸に対し、任意の角度のワイヤ折れ曲がりを
１つ以上有し、ワイヤのシース露出部の後端孔付近にお
いては、折れ曲がりを有しておらず、滑らかな曲線のま
ま、後端孔内にワイヤが導入されていることを特徴とす
る内視鏡用高周波ナイフ。
【００２７】２．シース露出部先端孔付近のワイヤ突出
方向が、シース基端部からみたときに、シース露出部先
端開口方向を１２時方向とした場合の、９から１２を経
て３時方向までの間に向いていることを特徴とする上記
１に記載の内視鏡用高周波ナイフ。
【００２８】３．  ワイヤのシース露出部の先端孔付近
においてシース長手軸に対し９０°±６０°の折れ曲が
りを有したことを特徴とする上記１又は２に記載の内視
鏡用高周波ナイフ。
【００２９】４．  シース露出部先端孔付近のワイヤ突*
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*出方向が、シース基端部から見たときに、シース露出部
先端開口方向を１２時方向とした場合の、９時～１２時
方向に向いていることを特徴とする上記１又は３に記載
の内視鏡用高周波ナイフ。
【００３０】５．  シース基端部から見たときに、シー
ス露出部先端開口方向を１２時とした場合の、９時から
１１時の間の方向に向いていることを特徴とする上記１
又は３に記載の内視鏡用高周波ナイフ。
【００３１】６．  ワイヤのシース露出部の先端孔の開
口方向が、シースの湾曲方向から左回りに９０°の範囲
で開口している、上記１から５のいずれか１に記載の内
視鏡用高周波ナイフ。
【００３２】７．  ワイヤのシース露出部の先端孔の開
口方向が、シースの湾曲方向から左回りに４５°±３０
°の範囲で開口している上記１から５のいずれかに記載
の内視鏡用高周波ナイフ。
【００３３】
【発明の効果】本発明によると、固定部に隣接するガイ
ド腕部が、外壁面に露出したワイヤ部分の先端部側を、
前記２つのスリットと固定端部とを通るシース長手方向
中央面の側方に張出すことで、切開部を所望の方向に確
実に向けることができる極めて簡単な構造の高周波ナイ
フを安価に提供することができるとともに、固定部に隣
接する部分を屈曲させてガイド腕部を形成したことによ
り、シースからナイフワイヤが抜け難くなり、所要部位
をスムースかつ安全に切開することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態による高周波ナイフの
概略図であり、（ａ）は先端側の拡大図、（ｂ）は手元
側の説明図。
【図２】図１に示す高周波ナイフにおけるシースの横断
面図。
【図３】図１に示す高周波ナイフにおけるシース先端部
の長手軸方向の断面図。
【図４】図３のシース先端部を上方から見た状態の説明
図。
【図５】図４のＡ方向に沿う横断面を、２つの実施形態
によるワイヤナイフの露出部と共に示す図。
【図６】他の実施形態による高周波ナイフの操作部の説
明図。
【図７】他の実施形態によるシースとナイフワイヤの露
出部との配置状態をそれぞれ（Ａ）と（Ｂ）と変化させ
て示す図４と同様な断面図。
【符号の説明】
１０…ナイフワイヤ、１１…ナイフチップ、１２…ガイ
ド腕部、１３…露出部、２０…シース、２１…シース先
端部、２２…シース基端部、２３…ガイドワイヤコッ
ク、２４…送液コック、２５…熱収縮チューブ、２６
ａ，２６ｂ…スリット、２６ｃ…端面、２７ａ，２７
ｂ，２７ｃ…ルーメン、２８…水密コック、２９…洗浄
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コック、３０…操作部、３１…スライダ、３２…本体 *
12

*部、３３…押え部。

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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